
令和４年度環境技術実証事業における実証機関公募要領 

 

環境省では、令和４年度の環境技術実証事業について、１．に示す実証対象技術

の実証機関を令和４年３月22日（火）から４月15日（金）までの間公募いたします。 

 

環境技術実証（ETV）事業は、既に実用化された先進的な環境技術について、そ

の環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術の利用者によ

る技術の購入、導入等に際し、環境保全効果等を容易に比較・検討し、適正な選択

を可能にすることとなり、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を

図ることを目的とするものです。 

この度、環境省では下記のとおり、環境技術実証事業における実証機関の公募の

受付を開始します。 

なお、実証機関とは、環境技術実証事業において、実証要領案の作成、本事業の

広報、実証計画の検討・策定、技術の実証、実証報告書の作成等を行う機関です。

詳しくは、環境技術実証事業ウェブサイトより「環境技術実証事業実施要領（令和

３年10月29日）」 

（https://www.env.go.jp/policy/etv/document/pdf/yoryo_r3_rev.pdf）を御覧

ください。 

なお、添付資料１～５の実証対象技術の概要は申請者からの情報に基づいた記載

であり、実証機関の選定後、実証機関と申請者の協議の上、実証計画を策定し、実

証を実施することとします。 

 

１．募集を開始する技術 

（１）水・土壌環境保全技術領域－自然地域トイレし尿処理技術 

・技術数：１技術 予算額（合計）：290万円以下 

（参考内訳：実証計画の検討・策定、広報、その他関係機関との連携等に係る業

務費用175万円以下、実証の実施、実証報告書の作成等に係る業務115万円以下） 

・実証対象技術：トワイレ（ニシム電子工業株式会社）【添付資料１】 

 

（２）気候変動対策技術流域 

・技術数：１技術 予算額（合計）：290万円以下 

（参考内訳：実証計画の検討・策定、広報、その他関係機関との連携等に係る業

務費用175万円以下、実証の実施、実証報告書の作成等に係る業務115万円以下） 

・実証対象技術：顕熱潜熱分離空調システム「デシカントメガクール」（株式

会社アースクリーン東北）【添付資料２】 

 

（３）気候変動対策技術領域及び水・土壌環境保全技術領域 

・技術数：１技術 予算額（合計）：290万円以下 

（参考内訳：実証計画の検討・策定、広報、その他関係機関との連携等に係る業

務費用175万円以下、実証の実施、実証報告書の作成等に係る業務115万円以下） 

・実証対象技術：エムエスクラフト MSCraft（ミズノ株式会社）【添付資料３】 

 

 （４）自然環境保全技術領域 

・技術数：１技術 予算額（合計）：290万円以下 



（参考内訳：実証計画の検討・策定、広報、その他関係機関との連携等に係る業

務費用175万円以下、実証の実施、実証報告書の作成等に係る業務115万円以下） 
・実証対象技術：キノコの廃菌床と有機質資材を用いた海岸植生復元工法 はま

みどりマット工法（グリーン産業株式会社）【添付資料４】 
 
（５）環境測定技術領域 

・技術数：１技術 予算額（合計）：290万円以下 

（参考内訳：実証計画の検討・策定、広報、その他関係機関との連携等に係る業

務費用175万円以下、実証の実施、実証報告書の作成等に係る業務115万円以下） 
・実証対象技術：水中油モニタ（大起理化工業株式会社）【添付資料５】 

 

２．応募方法 

・添付資料６の【令和４年度環境技術実証事業における実証機関の申請書類につ

いて】(wordファイル)をダウンロードし、その申請書類に必要事項を記入の上、

募集期間内に下記送付先まで、電子メールにより提出してください。 

・電子メールで提出する際は、件名を「令和４年度環境技術実証事業 ○○技術

（区分）の実証機関応募：○○○○（法人の名称）」としてください。なお、

電子メールで受信可能な容量は、10MBまでです。 

 

＜送付先＞ 

技術実証運営・調査機関 一般社団法人産業環境管理協会 

担当：大野、寺田、袰岩（ほろいわ） 

住所：〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-2-1 三井住友銀行神田駅前ビル 

TEL：03-5209-7707 ※平日10:00～17:00 

FAX：03-5209-7716 

E-Mail：etv-jemai@jemai.or.jp 

 

３．募集期間 

 令和４年３月22日（火）～同年４月15日（金） 最終日は17時必着とします。  

 

４．審査 

 審査は、環境技術実証事業技術実証運営・調査機関（令和３年度は、一般社団

法人産業環境管理協会が環境省の請負事業として実施）の下に設置する環境技術

実証事業運営委員会にて、添付資料７の【令和４年度環境技術実証事業 実証機

関選定の観点】に基づき、書面審査及びヒアリング審査（審査は非公開）により

実施する予定です。なお、審査結果は、すべての応募団体に対して通知します。 

 

５．応募資格等 

・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

・平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格（全省庁統一

資格）「役務の提供等」の「調査・研究」の競争参加資格を契約締結時点にお

いて取得している者であること。ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加



資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「調査・研究」の資格を引き続き

取得すること。 

・応募時点において環境省から、指名停止措置を受けていない者であること。 

 

６．令和４年度の実証機関の事業内容等 

（１）技術実証に関する業務等 

① 実証要領改訂のための案の作成 

② 実証計画の検討・策定※ 

③ 実証の実施 

④ 実証報告書の作成 

（２）技術実証検討会等の運営 
（３）事業の広報 
（４）その他 

① 技術実証運営・調査機関との連携・協力 

② その他環境技術実証事業を実施する上で必要な業務 

  

※ 実証計画の検討を実施した結果、実証可能性が高いと判断されたものにつ

いて実証計画を策定する。 

 

７．その他 

・各技術分野の実証要領については、環境技術実証事業ウェブサイト中の次のペ

ージ（https://www.env.go.jp/policy/etv/document/index2.html）からダウン

ロードし、御覧ください。 

・その他、本事業全般については、環境技術実証事業ウェブサイト

（https://www.env.go.jp/policy/etv/index.html）を参照してください。 

・申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。 

・申請書類に虚偽の記載をした場合は、申請書類を無効とする場合があります。 

・提出された申請書類は、返却しません。 

・原則として、本業務に係る契約は、「実証計画の検討・策定、広報、その他関

係機関との連携等に係る業務契約」及び「実証の実施、実証報告書の作成等に

係る業務契約」の２つを行うことを前提とし、前者において実証計画が策定さ

れた場合、後者についても契約を締結することとする。 

・複数年度での実証が必要とされ、単年度では実証報告書が作成できない場合、

中間報告書を作成していただきます。 

・実証機関業務の実施に当たって知り得た実証対象技術や技術申請者に係る情報

を本事業に関係する業務以外で利用することは、いかなる場合においても禁止

しております。 

・災害等のやむを得ない事情により実証が困難になった場合は、実証及び実証報

告書の作成に係る業務の実施を取りやめる可能性があります。 

 

＜お問合せ先＞ 

環境省 大臣官房総合政策課環境研究技術室 担当：吉徳、木村 

住所：〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

TEL：03-3581-3351（内線6243、6244）、03-5521-8239（直通） 

E-mail：etv@env.go.jp 


